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○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
二
号 

 
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
う
ち
産
業
上
の
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
等
を
定
め
る
省

令
（
平
成
十
六
年
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省
令
第
一
号
）
別
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
う
ち
産
業
上
の
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
等
を
定
め
る

省
令
別
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｓ
Ｐ
遺
伝
子
組
換
え
微
生
物
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

 
 

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
う
ち
産
業
上
の
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
等
を
定
め

る
省
令
別
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｓ
Ｐ
遺
伝
子
組
換
え
微
生
物
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示 

 

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
う
ち
産
業
上
の
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
等
を
定
め
る
省

令
別
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｓ
Ｐ
遺
伝
子
組
換
え
微
生
物
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省

告
示
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。 

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
第
二
種
使
用
等
の
う
ち
産
業
上
の
使
用
等
に
当
た
っ
て
執
る
べ
き
拡
散
防
止
措
置
等
を
定
め
る
省

令
（
平
成
十
六
年
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省
令
第
一
号
）
別
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

き
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｓ
Ｐ
遺
伝
子
組
換
え
微
生
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
遺

伝
子
組
換
え
微
生
物
と
す
る
。 

一 

当
該
遺
伝
子
組
換
え
微
生
物
の
宿
主
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

病
原
性
が
な
い
こ
と
。 

ロ 

病
原
性
に
関
係
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
及
び
プ
ラ
ス
ミ
ド
を
含
ま
な
い
こ
と
。 

ハ 

安
全
に
長
期
間
利
用
し
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
又
は
特
殊
な
培
養
条
件
下
以
外
で
は
増
殖
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
。 

二 

当
該
宿
主
に
供
与
さ
れ
る
核
酸
及
び
当
該
遺
伝
子
組
換
え
微
生
物
の
作
成
に
用
い
ら
れ
る
ベ
ク
タ
ー
が
次
の
イ
及
び
ロ

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

性
質
が
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
有
害
と
認
め
ら
れ
る
塩
基
配
列
を
含
ま
な
い
こ
と
。 

ロ 

伝
達
性
に
乏
し
く
、
か
つ
、
本
来
耐
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
な
い
生
細
胞
に
耐
性
マ
ー
カ
ー
を
伝
達
し
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な
い
こ
と
。 

三 
当
該
遺
伝
子
組
換
え
微
生
物
が
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 
病
原
性
が
な
い
こ
と
。 

ロ 

宿
主
と
比
べ
て
増
殖
す
る
能
力
が
高
く
な
い
こ
と
。 

 

第
二
条
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
注
釈
を
削
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

  
 


